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健康保険法等の一部を改正する法律案の骨子  

医療保険制度について、国民皆保険を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため、「医療制度改革大綱」（平成17年12月1日  
政府・与党医療改革協議会決定）に沿って、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編・統合等所要の措  
置を講ずる。  

1 医療費適正化の総合的な推進  
（1）医療費適正化計画の策定   

○ 生活習慣病対策や長期入院の是正など中長期的な医療費適正化のため、国が示す基本方針に即し、園及び都道府県が計画（計画期間5年）  
を策定【平成20年4月】   

（2）保険者に対する一定の予防健診等の義務付け   

○ 医療保険者に対し、40歳以上の被保険者等を対象とする糖尿病等の予防に着目した健診及び保健指導の実施を義務付け【平成20年4  

月】   

（3）保険給付の内容・範囲の見直し等   

○ 現役並みの所得がある高齢者の患者負担を2割から3割に引き上げ【平成18年10月】   
○ 療養病床に入院する高齢者の食費・居住章の負担を見直し【平成18年10月】   

○ 傷病手当金・出産手当金の支給率等を見直し【平成19年4月】   

0 70歳から74歳までの高齢者の患者負担を1割力＼ら2割に引き上げ【平成20年4月】   
○ 乳幼児に対する患者負担軽減（2割負担）の対象年齢を3歳未満から義務教育就学前まで拡大【平成20年4月】   

（4）介護療養型医療施設の廃止【平成24年4月】  

2 新たな高齢者医療制度の創設  
（1）後期高齢者医療制度の創設【平成20年4月】   

0 75歳以上の後期高齢者の保険料（1割）、現役世代（国保・被用者保険）からの支援（約4割）及び公費（約5割）を財源とする新た  
な医療制度を創設   

○ 保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が実施   
○ 高額医療費についての財政支援、保険料未納等に対する貸付・交付など、国・都道府県による財政安定化措置を実施  
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（2）前期高齢者の医療費に係る財政調整制度の創設【平成20年4月】   

0 65歳から74歳までの前期高齢者の給付費及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金について、国保及び被用者保険の加入者数に応じ  
て負担する財政調整を実施   

○ 退職者医療制度について、平成26年度までの闇における65歳末満の退職者を対象として、現行制度を経過措置として存続  

3牒扁・統合  
（1）国保の財政基盤強化   

○ 国保財政基盤強化策（高額医療費共同事業等）の継続【公布目（平成18年4月から適用）】  

○ 保険財政共同安定化事業の創設【平成18年10月】   

（2）政管健保の公法人化【平成20年10月】   
○ 健保組合の組合員以外の被保険者の保険を管掌する全国健康保険協会を設立   

○ 都道府県ごとに、地域の医療費を反映した保険料率を設定   

○ 適用及び保険料徴収事務は、年金新組繊において実施   

（3）地域型健保組合【平成18年10月】   

○ 同一都道府県内における統合を促進するため、統合後の組合（地域型健保組合）について、経過措置として、保険料率の不均一設定を  
認める  

4 その他  
○ 保険診療と保険外診療との併用について、将来的な保険導入のための評価を行うかどうかの観点から再構成【平成18年10月】  

○ 中医協の委員構成の見直し、団体推薦規定の廃止等所要の見直しを実施【平成19年3月】  等  

（注）【】内は施行期日  
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医療費適正化計画の推進  

（医療貴通正化の総合的な推進）   

医療真の伸びが過大とならないよう、糖尿病等の患者■予備群の  
減少、平均在院日数の短縮を図るなど、計画的な医療費の適正化  
対策を推進する。  

（医療費適正化計画の推進）  

（1）国の責任のもと、国及び都道府県等が協力し、生活習慣病対  
策や長期入院の是正などの計画的な医療費適正化に取り組む。  
（2）計画の推進のための支援措置を講ずる。健康増進計画や医療  
計画、介護保険事業支援計画と整合のとれたものとして作成し、施  
策の連携を図る。  
（3）計画を確実に実施するための検証を行う。  

※ 医療制度改革大綱より抜粋  
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（1） 医療費の伸びの抑制（中長期的対策）  

都道府県  共同作業  

○ 医療費適正化基本方針・全国医療貴通正化計画の作成   

○ 都道府県における事業実施への支援   

・平均在院日数の短縮に資する診療報酬の見直し   

・医療提供体制の整備   

・人材養成   

・病床転換に関する財政支援  

○ 都道府県医療責適正化計画の作成  

○ 事業実施  

（生活習慣病対策）  

・保険者事業（健診・保健指導）の指導  

・市町村の啓発事業の指導  

（在院日数の短縮）   

t医療機能の分化・連携の推進、在宅医療の推進  

中   
・病床   

・  ○ 計   

実績評価の結果を踏まえた措  

草顧  

床転換の支援  ○ 計画の進捗状況の評価（   

実績の評価（最終年の翌年  画の進捗状況の評価（中間年・平成22年度）、  
績の評価（最終年の翌年・平成25年度）  
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（2）生活習慣病対策の取組  

主な内容  

○ 各医療保険者は、国の指針に従って計画的に実施する。（平成20年度より）  

○ 健診によって発見された要保健指導者に対する保健指導の徹底を図る。→ 指針において明示  

○ 被用者保険の被扶養者等については、地元の市町村国保で健診や保健指導を受けられるようにする。  

→ 医療保険者は市町村国保における事業提供を活用することも可能。   

（糞用負担及びデータ管理は、利用者の属する医療保険者が行う。）  

→ 都道府県ごとに設置される保険者協議会において、都道府県が中心になって、効率的なサービス提  

供がなされるよう、各医療保険者間の調整や助言を行う。  

○ 医療保険者は、健診結果のデータを有効に活用し、保健指導を受ける者を効率的に選定するとともに、  

事業評価を行う。また、被保険者1被扶養者に対して、健診等の結果の情報を保存しやすい形で提供する。  

※ 市町村国保等の健診事業等に対して、一部公費による支援措置を行う。  
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（3）平均在院日数短縮に向けた取組  

基本的な方向  

○ 各都道府県は、医療機関その他の関係者と協力の下、住民が疾患の状態や時期に応じた適切な医療を受けることが   
できるよう、医療機能の分化・連携、在宅療養の推進、療養病床の転換支援の取組を行う。   

○ こうした都道府県の取組に対して、国は、次のような各種支援措置を講じる。  
・医療計画制度の見直しに関する基本指針の策定及びマニュアルの作成  

・医療機能の分化・連携、在宅療養の推進に係る診療報酬上の評価  
・保健医療提供体制の統合補助金や整備交付金の活用   

一 医療保険財源を活用した転換整備事業  

主な内容  

① 医療機能の分化・連携   

○ 医療計画の見直しを通じ、脳卒中対策などの事業ごとに、急性期から回復期、療養、介護等に関係する各機関による  
具体的な連携体制を形成し、状態や時期に応じた、切れ目のない適切な医療が受けられるようにする。   

②在宅療養の堆進   
○ 病院から在宅への復帰が円滑にできるよう、退院時における主治医やケアマネジャーとの連携を図り、看取りまで  

含めた在宅医療の支援体制を構築する。また、高齢者向けの自宅以外の多様な居住の場や療養・介護の場となる  
住宅の整備を推進する。   

③療養病床の転換支援  
○ 高齢者の療養病床について、老人保健施設や居住系サービス施設（有料老人ホーム、ケアハウス等）への転換を支  

援する。  
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（4）医療貴通正化計画の期間終了時の措置  

【都道府県における取組】  

・各都道府県計画の各事業の進捗状況を把握  

・都道府県計画の政策目標及び医療費見通しと、把握した実績との比較を行い、差異が生じた要因を  
分析  

・要因分析を踏まえた対応策の案を検討  

一 以上を国に報告  

【国における取組】  

・国全体としての評価及び都道府県ごとの評価を実施  

・国全体としての評価を踏まえ、診療報酬体系の見直し  

・都道府県と協議した上で、都道府県ごとの特例的な診療報酬の設定  

・その他、都道府県の基本計画の支援等必要な取り組みを進める。  
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（5）都道府県における3計画と医療費適正化計画との関係  

国の基本方針  国の基本方針  （新）国の基本方針  

」＝ユ＿  上＝」  

医療計画  健康増進計画   ：助成措置  

医療圏の設定  

基準病床数  

救急医療の確保  

医療従事者の確保  
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（新）・糖尿病等患者・予備群  

の減少に関する数値目標  

（新）・健診及び保健指導の  

実施率に関する数値目標  

（新）・脳卒中、がん、糖尿病等  

の疾病別の患者の年間総  

入院日数の短縮に関する  

数値目標  

（新）・在宅での看取りや地域  

連携クリテイカルパスの普及  

等に関する取組  

（新）・脳卒中、がん、糖尿病等  

ごとの医療機関の機能分化  

と連携  等  

三二三  相互に 三＝∈  相互に整合  三二三  

折
医
療
貴
通
正
化
計
画
 
 

医療真の現状と分析（入院・入院外、一人当たり日数・一人当たり医療費、疾病分類別等）  

平均在院日数の短縮に関する数値目標  

糖尿病等患者・予備群の減少に関する数値目標、健診及び保健指導の実施率に関する数値目標  

目標実現のための取組方策（3計画に含まれるものは再掲として記載）  

その他地域における医療貴通正化方策（重複頻回受診の是正等）  

医療貴通正化の取組を行うことによる医療真の見通し  

実施、検証、評価のサイクル  
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今後のスケジュール （未定稿）  

平成14年  平成15年  平成16年  平成17年  平成柑年   平成19年  平成20年  平成21年  平成22年  平成23年  平成24年  平成25年   平成26年  

（2002年）  （2003年）  （2004年）  （2005年）  （2006年）   （2007年）  （2008年）  （2009年）  （2010年）  （2011年）  （2012年）  （2013年）   （2014年）   

医療費適正化計画  固  実績評  

＿■○ 丁  

平成20年～24年  
分   

第1期（H20～H24）  
酉r  第2期（H25～   
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医療糞増加の構図  （参考1）   
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（参考2）各種取組と医療貴通正化の関係  
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1人当たり老人医療費の診療種別内訳（全国平均との差）  

～平成15年度～  
（参考資料1）  

01人当たり老人医療費は、最大（福岡県）と最小（長野県）で約30万円（約1．5倍）の格差が   
存在しており、都道府県格差の約7割は入院医療責が寄与している。  

全
国
平
均
と
の
差
 
（
万
円
）
 
 

福北大長広高石京佐沖鹿熊大香山岡真東徳愛愛福和富奈宮滋鳥埼秋福神岐宮青島群岩山三茨栃干静新山長  

岡海阪崎島知川都賀縄児本分川口山庫京島知媛井歌山良崎賀取玉田島奈阜城森根馬手梨重城木葉岡潟形野   

道  鳥  山  川  
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病床別に見た全国平均と長野県の平均在院日数の比較  

（平成16（2004）年）  

（参考資料2）  

全病床  

一般病床  

療養病床  

精神病床  

400  

平均在院日数   

300  200  100  

出典：平成16（2004）年病院報告   
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（参考資料3）  医療提供体制の各国比較（2003年）  

国名   
平均在院   人口千人当   病床百床当たり   人口千人当   病床百床当たり  人口千人当たり  

日数   たり病床数   医師数   たり医師数   看護職員数   看護職員数   

日本   36．4   14．3   
13．7   2．0   54．0   7．8  

（2002）   （2002）   （2002）   （2002）   

ドイツ   
10．9   8．9   37．6   

3．4   
108．6   

（2002）   （2002）   （2002）  （2002）   
9．7  

フランス   13．4   7．7   
42．5  

3．4   
91．1  

（2002）  （2002）   
7．3   

イギリス   7．6   4．2   
49．7  

2．2   
224．0  

（2002）  （2002）   
9．7   

アメリカ   6．5   3．3   
66．8   2．3   233．0   7．9  

（2002）   （2002）   （2002）   （2002）   

（出典）：「OECD Health Data 2005」  

※ 病床百床当たり医師数、病床百床当たり看護職員数については医師数、看護職員数を病床数で単純に割って百をかけた数値である。  
※ 平均在院日数の算定の対象病床はOECDの統計上、以下の範囲となっている。  

日本：全病院の病床 ドイツ：急性期病床、精神病床、予防治療施設及びリハビリ施設の病床（ナーシングホームの病床を除く）  

フランス：急性期病床、長期病床、精神病床、その他の病床 イギリス：NHSの全病床（長期病床を除く）  

アメリカ：AHA（AmericanHospitalAssociation）に登録されている全病院の病床  
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療養病床の現状  

○ 療養病床の入院患者のうち医師の対応がほとんど必要ない人が概ね5割  

○ 医師による直接医療提供頻度  

〔中医協「慢性期入院医療実態調査」（平成17年11月11日中医協資料）〕  

○ 医療保険適用、介護保険適用、それぞれに入院する患者の状態  

医療保険適用、介言隻保険適用、それぞれlこ入院する患者の状態  

介護保険適用の療養病床  
平成16年3月  

医療保険適用の療養病床  
平成16年3月  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％   100％  

Eヨ病状カヾ不安定で常時医学的管理を要する  
⊂コ病状lま安定してしヽる力号容態の急変カキ起きやすしヽ  

⊂コ容態急変の可能性lまイ氏しヽカモ一定の医学的管理を要する  
⊂コ容態急変の可能性lまイ氏＜手菖祉施書生や住宅lこよって対応できる  

■そのイ也  
園無回答  

〔医療経済研究機構「療養病床における医療提供体制に関する調査」（平成16年3月）〕  
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医療の必要性に応じた療養病床の再編成  

①療養病床については、医療の必要度の高い患者を受け入れるものに限定し、医療保   

険で対応するとともに、  
②医療の必要性の低い患者については、病院ではなく在宅、居住系サービス、又は老健  

施設等で受け止めることで対応する－。  

’ 

・・貫てj 

勘戎1∈け引責C 幸馴 鹿緋胴ほ〕 ※介護療養型医療施設の廃止（平成24年3月）  

・ （1）医師看護職員の配置等が緩和された「経過型介護療養型医療施設（仮称）」の創設［介護報酬改定］  

将来的な老健施設等への移行を視野に入れた平成23年度末までの経過措置  

（2）医療の必要性による区分の導入［診療報酬改定］  

一医療の必要性の高い患者については評価を引き上げ、低い患者については評価を引き下げ  

■医療の必要性の低い患者を一定以上受け入れている場合について、「介護保険移行準備病棟（仮称）」を  

平成23年度末までの経過措置として創設  
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療養病床が転換するときの支援措置  

○療養病床について、老人保健施設等への転換を進めるため、転換支援の助成等を行う   
とともに、介護保険において、平成23年産までに必要な受け入れを図る。  

医療保険財源による転換支援措置（医療療養病床対応）   
※長期入院病床を老人保健施設又は居住系サービス施設に   

転換するために要する費用を肋成するための事業を実施   

※都道府県が実施   

※上記肋成創設までは医療提供体制施設整備交付金（都道府県   

交付金）のメニュー項目の活用により対応  

医師・看護職員等の配置等が   

緩和された経過的類型   

注：現行の療養病床のはかに、将来的な   
老人保健施設や居住系サービス等   

への転換を念頭に移行促進措置を   

設ける  老人保健施設  

医療療養病床  
療養病床が老健施設に幸云換  

する場合の施設基準の緩和   

注：既存の建物をそのまま活用して老人   

保健施設に円滑に転換できるよう、   
6年間は1床当たり面積を6．4   
鵬（老人保健施設は8鵬）で可とす   

るなど、経過的に施設基準を緩和  

ケアハウス  

有料老人ホーム  

介善療養病床  
グループホーム  

在宅療養支援拠点  

第4期の介護保険事業計画において  

病床の転換が円滑に行われるよう  

参酌標準を見直し   

ミ：健保法改正法案の附則で措置）   
市町村交付金の実施（介護療養病床対応）   

※介護療養型医療施設等の機能転換を促進   

※市町村が実施  
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